
【参考】関係法令集

（要項Ｐ１）都市公園法第２条

第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地

方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

一 都市計画施設（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第六項に規定する都市計画施

設をいう。次号において同じ。）である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共

団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地

二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地

（ロに該当するものを除く。）

ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣

議の決定を経て認定する都市計画施設である公園又は緑地

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けら

れる次の各号に掲げる施設をいう。

一 園路及び広場

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの

四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの

七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの

八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

３ 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

一 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）の規定により決定された国立公園又は国定公

園に関する公園計画に基いて設けられる施設（以下「国立公園又は国定公園の施設」という。）た

る公園又は緑地

二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園

又は緑地

（要項Ｐ１）都市公園法第５条

第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以外の

者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例（国の設置に

係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出し

てその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合

に限り、前項の許可をすることができる。

一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると

認められるもの

３ 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。

これを更新するときの期間についても、同様とする。

（要項Ｐ１）文化財保護法第１２５条

第一二五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を

しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については

維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について

は影響の軽微である場合は、この限りでない。



２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

３ 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定によ

る許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。

４ 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。

５ 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第

三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ず

べき損失を補償する。

６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

７ 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許

可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行

為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化

庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

（要項Ｐ１）文化財保護法第１５３条

文部科学大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければなら

ない。

一 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除

二 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消（第五十九条第一項又は第二項の規定による登録

の抹消を除く。）

三 重要無形文化財の指定及びその指定の解除

四 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

五 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

六 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十条第三項で準用する第五十九条第一

項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。）

七 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

八 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除

九 登録記念物の登録及びその登録の抹消（第百三十三条で準用する第五十九条第一項又は第二

項の規定による登録の抹消を除く。）

十 重要文化的景観の選定及びその選定の解除

十一 重要伝統的建造物群保存地区の選定及びその選定の解除

十二 選定保存技術の選定及びその選定の解除

十三 選定保存技術の保持者又は保有団体の認定及びその認定の解除

２ 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければなら

ない。

一 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令

二 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行

三 重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可

四 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

五 国による重要文化財の買取り

六 重要無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成

等につき補助すべきものの選択

七 重要有形民俗文化財の管理に関する命令

八 重要有形民俗文化財の買取り

九 重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は

記録の作成等につき補助すべきものの選択

十 遺跡の現状変更となる行為についての停止命令又は禁止命令の期間の延長

十一 文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行

十二 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令

十三 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防

止の措置の施行

十四 史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可



十五 史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

十六 史跡名勝天然記念物の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しく

はその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止

に違反した場合の原状回復の命令

十七 重要文化的景観の管理に関する命令

十八 第百八十四条第一項の政令（同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。）の制定又は改廃

の立案

（要項Ｐ５）都市公園法施行令 第５条

第五条 法第二条第二項第二号の政令で定める修景施設は、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰

たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するものとする。

２ 法第二条第二項第三号の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。

一 休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの

二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては

当該地方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が

定める休養施設

３ 法第二条第二項第四号の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。

一 ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、

メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの

二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては

当該地方公共団体が条例で定める遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が

定める遊戯施設

４ 法第二条第二項第五号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。

一 野球場（専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。）、陸上競技場、サッカー場（専

らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。）、ラグビー場、テニスコート、バスケット

ボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、

ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション

用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉

庫、シャワーその他これらに類する工作物

二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては

当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が

定める運動施設

５ 法第二条第二項第六号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。

一 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護

繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記

念碑その他これらに類するもの

二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いも

の

三 前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつて

は当該地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣

が定める教養施設

６ 法第二条第二項第七号の政令で定める便益施設は、売店、飲食店（料理店、カフェー、バー、

キャバレーその他これらに類するものを除く。）、簡易宿泊施設（ヒユツテ、バンガロー、旅約

等専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。以下同じ。）、駐車場、園内移動用施設及

び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。

７ 法第二条第二項第八号の政令で定める管理施設は、門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、

材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場（廃棄物の再生利用のための施設を含む。

以下同じ。）、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、

発電施設（環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。第三十一

条第八号において同じ。）その他これらに類するものとする。



８ 法第二条第二項第九号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害

応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの

とする。

（要項Ｐ５）建築基準法第６条

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しよう

とする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとな

る場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又

は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計

画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令

の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令

及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることについて、確

認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確

認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号から

第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物

が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築

物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築

しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計

が百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メート

ル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府

県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成十

六年法律第百十号）第七十四条第一項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都

道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内に

おける建築物

２ 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しよ

うとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であ

るときについては、適用しない。

３ 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該申請書を受理することができない。

一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しく

は第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反すると

き。

二 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を

行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認し

た構造設計によるものでないとき。

三 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を

行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認し

た設備設計によるものでないとき。

４ 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係る

ものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理

した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査

し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請書に確

認済証を交付しなければならない。

５ 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算

適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの

提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。



６ 建築主事は、第四項の場合（申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基

準（第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によ

るものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかを審査

する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、第四項の期間内に当該申請者に第

一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内におい

て、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間

並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければ

ならない。

７ 建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画がこれらの規定に適合しない

ことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な

理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間（前項の規定により第四

項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に当該申請者に交付しなければなら

ない。

８ 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大

規模の模様替の工事は、することができない。

９ 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式

は、国土交通省令で定める。

（要項Ｐ９）地方自治法施行令第１６７条の４

（一般競争入札の参加者の資格）

第一六七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の

各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第

一項各号に掲げる者

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこと

ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、

また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

（要項Ｐ９）地方自治法第２４４条の２

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるもの

を除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者によ

る管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管

理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。



（要項Ｐ９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第２条

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な

行為をいう。

二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的

に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。

五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。

八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九

条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。


